仕様書８
海外におけるジャパンブランドの確立・販路開拓活動

1. 事業名
東欧ポーランドにおける日本産コメ・コメ関連食品の受容性調査及びプロモーション(商談会)

2. 事業目的
日本産コメ・コメ関連食品の新規市場である東欧において、最大の人口で、日本食レストランも多いポーランドの現地バイヤー、ディストリビューター等を対象に、試食等を通じ日本産米等の魅力をＰＲするとともに、商談会を通じてのビジネス創出の機会を得る。
商談会の前に、バイヤー等向けに日本産米の美味しい炊き方等のセミナーを実施し、レクチャー・試食等を行う。また商談会に先立って、購買力が高く、寿司人気もあると言われている当地の日本産米、関連食品市場の受容性の調査も実施し、商談会及びその後の展開に資するための材料とする。

3. 前提条件
(1) 対象国・地域	：ポーランド（ワルシャワ） 
(2) 対象品目	：コメ、パックご飯、加工米飯、米粉・米粉製品、米菓、日本酒 
(3) 商談会実施概要
1 実施時期	：2026年９月中旬
2 場　所	：ワルシャワ市内
商談会会場は、日本産のコメ・コメ関連食品のPR・商談場所に適した提案をすること。
3 日本側参加者：会員20社、現地３泊を想定すること。
(4) この事業は、JETRO本部及びワルシャワ事務所との連携事業とする。

4. 事業内容
(1) 参加会員への事前ヒアリング等の実施
1 参加会員ヒアリング：事業実施にあたって、参加会員の意向を踏まえた事業とすべく、事業に関する意見要望等のヒアリングを行うこと。
2 参加会員の商談用商品の説明シート(英文)を作成すること。
3 参加バイヤーリスト、バイヤー紹介シートを作成すること。
· 招へい予定の主なバイヤー等のリスト（業種等）を企画書に掲載すること。（公募段階でリストの提供が困難な場合は、採択後、追って提出すること。）
· 招へいするバイヤー等については、日系・アジア系に加え特に現地系の小売り・中食・外食を招へいできることが可能な現地パートナーを選定すること。なお、想定している現地パートナーについても企画書に掲載すること。
4 参加会員の企業情報とともに出展商品リストを作成し、参加を募るバイヤー等には事前に提示すること。
また、バイヤー側から要望があれば、事前に当該参加会員とオンラインでつなぐなど、来場の動機付けになるような工夫をする。
(2) 事前セミナーの実施
· 商談会に先立ち、コメ・コメ関連食品に係る現地情報（商習慣・商流・購買傾向等）を参加会員へ周知する事前セミナーを実施すること。
その際、可能な限り実際に現地で日本産コメ・コメ関連食品を扱うバイヤー等についても招へいし、その立場から見たこれら品目への評価等を説明してもらうようにすること。
(3) 模擬商談会(オンライン)の実施
1 参加会員企業を対象に、商談会の前に、模擬的に商談会を行う。
2 下記概要での実施を前提とする。
· 実施日程、参加者の調整
· 事前ヒアリング/トレーニング
· ロールプレイングで実施
· 各社へのフィードバック、すべき集/べからず集のようなものを全体共有
3 講師については、全米輸が選定した講師を活用し、その講師と調整して実施することとする。(全米輸が輸出専門家として業務契約をしている者を想定)
4 講師費用は当事業委託費とは別枠で対応するため、今回の積算には含めなくてよい。
(4) 商談会の実施
1 日本側参加者と現地バイヤー、ディストリビューター等で商談会を実施すること。
· 会場1～２日での実施を前提とする。
· 参加会員は20社弱くらいの規模を前提とする。
· 実施方法については、現地の状況に合わせ、成約率が高まる最良な商談会の方法を企画書に掲載すること。
例えば、一堂に会して予め商談時間を組んで実施（１商談あたり十分な商談時間となるよう全体のスケジュールを設定すること）したり、バイヤー等が参加しやすいようにフリー商談会にしたり、先方へ訪問し商談を実施したり、これらを混合する等、より最適な提案すること。
· 既に現地で商流があるなどの会員に関しては、過度に集団行動を強制する必要はなく、自社のネットワークで、可能性の高い商談が予定されていれば、個社単位でそれらを組み込むことも可能とする。
· マッチングで商談を行う場合は、１会員当たり６社以上と商談が行えるように工夫すること。
· 参加する会員の商談用商品の試食・展示サンプル、および、試食・展示のために必要なものは、事業費から支出・買い取った上で確実に会場まで運送を行うこと。
なお、会員1社当たりの買取額は５万円以内とする。
また、全米輸で制作したPRツール・コンテンツも活用すること。
2 炊飯指導の実施
· 招へいするバイヤー等を対象に、会場にて、最適な炊飯方法についての実演・レクチャーを実施する。
· 講師については、全米輸が選定した講師を活用し、その講師と調整して実施することとする。（海外での炊飯指導、お米の炊飯、日本産米に関する知識が豊富な方を選定予定（五つ星お米マイスター等）
· なお、講師の出張・滞在・講師代等は委託事業費の中から支出すること。（200万円程度）
3 全米輸輸出の専門家による商談の伴走支援
· 模擬商談会の講師が商談会の事前・事後及び当日は現地に出張し、商談会の本番時に模擬商談に参加した会員の希望により商談対応の支援を行なう。
· なお、講師の出張・滞在・講師代等は当事業委託費とは別枠で対応するため、今回の積算には含めなくてよい。
4 帰国後の追加の商談：商談会当日に商談が出来なかった、又は時間が足りなかった等で会員からの希望がある場合は、当該会員向けに追加商談を設定すること。
5 商談会後のフォローアップ：商談会終了後においても、会員とバイヤー間の商談成約に向けたフォローアップを継続して行うこと。
(5) プロモーションの実施
· おにぎりの試食・ＰＲ
· 商談会と併せて、招へいバイヤー等向けに、日本産米の魅力を伝えるため、試食・紹介を実施すること。
· なお、試食用のおにぎりは、原則として参加する会員の商材（米、パックご飯等）を使うこととする。
· 試食・PRについては、炊飯指導の講師と相談の上、炊飯指導で作ったご飯を利用するなど炊飯指導と合わせて実施することも可とする。
(6) 店舗等の視察・意見交換
1 商談会の前日又は終了の翌日等に、現地小売店、スーパー又は特徴的な販売を行っている店舗等数か所の訪問を設定し、可能な限り、当該店舗の責任者又は担当者との意見交換の場を設けること。
           商談会前に視察する場合は、可能な限り、商談会に参加する小売店及びレストラン等への訪問を組み込むこと。
2 訪問時のバス代などの移動費用については委託事業費とは別に全米輸が手配するので、今回の積算には含めなくてよい。
3 既に現地で商流があるなどの会員に関しては、過度に集団行動を強制する必要はなく、自社のネットワークで、可能性の高い商談が予定されていれば、個社単位でそれらを組み込むことも可能とする。その場合は、行程及び訪問先、結果等の報告を求めることとする。
(7) 事業実施後のアンケート実施
· 現地商談会終了後、参加会員及び商談に参加したバイヤー等へ商談結果（成約見込み金額等）、課題、感想等について聞き取りを行うこと。特に、バイヤー等には、商談にあたってネックになった点（価格、商流、品質、新規性など）を聞き取ること。
なお、商談結果に関しては、最終報告書作成時に再度確認することとする。
(8) 日本産コメ・コメ関連食品の受容性調査の実施
1 調査目的は、日本産コメ・コメ関連食品の現状の受容性、期待の髙さ、課題・問題等を探り、輸出を広げていくための具体的な方向性を検討するものとする。
2 具体的な調査方法としては、輸入統計、日本食店舗数等のマクロデータの検索・収集、現地の主要小売店で売られている米、米関連食品の状況、日本産の食品に対する一般消費者の認知、浸透に関する定量・定性調査、バイヤーやディストリビューターなどtoＢ関係者へのヒアリング等、各種調査を複合的に実施するものとする。
3 結果については、(2)事前セミナーで参加会員と共有する等有効に活用できるタイミングで実施するよう調整すること。
· 調査目的に適した、調査の方法や調査対象者、サンプル数等の調査設計案を企画書に掲載すること。
なお、調査の費用については、上記(1)～(7)の実施を優先した予算バランスとするが、今後の市場開拓にむけての方向性検討に資するレベルのアウトプットが得られる提案とすること。
· 事業の詳細については、事務局との相談の結果、変更する場合がある。

5. 事業報告
(1) 速報版の作成：事業終了後１か月以内に速報版（事業概要、参加者、バイヤー等、状況のわかる写真、成約見込み金額等）を提出すること。合わせて、全米輸HPに掲載する資料として英語翻訳版も作成し、提出すること。
(2) 事業報告書の作成
· ４で実施した内容と、商談結果（成約見込み金額等）をとりまとめるとともに、今後の輸出拡大に向けた詳細な提言を盛り込むこと。
· ２月中旬に最終版が確定できるように作成すること。
· ３月中旬には、上記を抜粋・圧縮した簡易版(A4縦５ページ程度以内)も作成すること。
　　　
6. 履行期間 
契約締結日から2027年3月19日まで 
2

